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はしがき

本研究の目的は,各種の社会科学 ･人文科学の知見と社会科教育の実践的課題とを融

合させるための結節点は何かという課題を検討するための1つの予備的研究として,学

校教育法や学習指導要領でのキー表現としても掲げられてきた教育基本法第 1条におけ

る合成表現 ｢国家及び社会｣の含意を解明することであった｡

社会科教育に関する各種論議が ｢国家及び社会｣という表現についての分析を放置 し

てきたことが,｢国家及び社会の形成者｣を国家公民と等置するような短絡的な公民敬

を横行させてきた原因の1つであり,本研究はそのような短絡的な解釈を否定する論拠

を提供する試みである｡
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